
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内燃機関の回転角度を検出する角度センサと、角度センサの回転情報に基づき燃料噴射及
び点火制御を行うＥＣＵと、ＥＣＵからの駆動信号に基づき点火用高電圧を発生する点火
コイルと、点火コイルの点火用高電圧が印加されることにより点火火花を生じ混合気を着
火する点火プラグと、点火プラグに対しイオン電流検出用のバイアス電圧を印加するバイ
アス手段と、イオン電流を検出するイオン電流検出手段と、イオン電流検出手段により検
出されたイオン電流に基づき失火検出を行う失火検出手段又はイオン電流検出手段により
検出されたイオン電流に基づきノック検出を行うノック検出手段の少なくとも一方と、失
火検出手段又はノック検出手段の出力信号に基づき失火判定又はノック制御を行う失火判
定手段又はノック制御手段の少なくとも一方とを備える内燃機関の燃焼状態検出装置にお
いて、

特徴とする内燃
機関の燃焼状態検出装置。
【請求項２】
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内燃機関の気筒毎に対応したバイアス手段及びイオン電流検出手段と、内燃機関の
気筒数よりも少ない数の失火判定手段又はノック制御手段を備え、イオン電流検出手段か
ら失火検出手段又はノック検出手段への信号伝達時、あるいは失火検出手段又はノック検
出手段から失火判定手段又はノック制御手段への信号伝達時に複数の気筒の信号を合成す
る際に検出期間制限手段により各気筒の信号の検出期間を制限することを

内燃機関の回転角度を検出する角度センサと、角度センサの回転情報に基づき燃料噴射及
び点火制御を行うＥＣＵと、ＥＣＵからの駆動信号に基づき点火用高電圧を発生する点火



ノック検出と失火検出とで異なる検出期間でイオン電流の検出期間を制限する
ことを特徴とする内燃機関の燃焼状態検出装置。

【請求項３】
請求項 に記載の燃焼状態検出装置において、検出期間制限手段は失火検出においては、
各気筒のイオン電流の検出期間を当該気筒の点火時期から当該気筒と燃焼行程の重複しな
い次気筒の点火コイルの通電開始時までとすることを特徴とする内燃機関の燃焼状態検出
装置。
【請求項４】
請求項 に記載の燃焼状態検出装置において検出期間制限手段はノック検出においては、
各気筒のイオン電流の検出期間を当該気筒の点火時期から当該気筒と燃焼行程の重複しな
い次気筒の点火時期までとすることを特徴とする内燃機関の燃焼状態検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は内燃機関における燃焼により生じるイオン量の変化を検出することにより少な
くとも内燃機関の失火及びノッキングの発生を検知する内燃機関の燃焼状態検出装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、内燃機関の燃焼状態検出装置は、連続的な失火を検出し、内燃機関の取り扱い
者に警告を示すために、失火時における内燃機関の回転数の変動をセンサにて検知する回
転変動方式の失火検出機能が提案されている。
【０００３】
また、イオン電流によるを用いた内燃機関の燃焼状態検出装置は、回転変動方式では失火
検出精度が落ちる多気筒エンジンにおいても優れた失火検出性を示し、気筒毎の失火検出
も可能であり、従来より種々提案されている。
【０００４】
特開平１０－２３１７７２号公報に記載の装置においては、イオン電流より内燃機関の燃
焼状態（失火有無）判定を行うことが挙げられている。
【０００５】
図１は、従来の内燃機関の燃焼状態検出装置を概略的に示すブロック図である。
以下はこのブロック図に基づいて従来例の説明を行う。図１で示されるシステムは、各気
筒の点火プラグ８ａ～８ｄに対してディストリビュータ７を介した高圧配電を行う場合を
示している。
【０００６】
まず、ＥＣＵ２は、クランク角センサ１からのクランク角信号ＳＧＴ等に基づいて、パワ
ートランジスタＴＲの通電および遮断を行う点火信号Ｐを出力する。パワートランジスタ
ＴＲは、点火信号ＰがＨレベルのときに一次電流ｉ１を通電し、点火信号ＰがＬレベルの
ときに一次電流ｉ１を遮断する。
【０００７】
この時、一次巻線４ａには昇圧された一次電圧Ｖ１が発生し、これにより、整流ダイオー
ドＤ１、抵抗器Ｒ、コンデンサ９および整流ダイオードＤ２からなる充電電流経路を介し
てコンデンサ９が充電される。コンデンサ９の充電は、コンデンサ９の充電電圧がツェナ
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コイルと、点火コイルの点火用高電圧が印加されることにより点火火花を生じ混合気を着
火する点火プラグと、点火プラグに対しイオン電流検出用のバイアス電圧を印加するバイ
アス手段と、イオン電流を検出するイオン電流検出手段と、イオン電流検出手段により検
出されたイオン電流に基づき失火検出を行う失火検出手段又はイオン電流検出手段により
検出されたイオン電流に基づきノック検出を行うノック検出手段の少なくとも一方と、失
火検出手段又はノック検出手段の出力信号に基づき失火判定又はノック制御を行う失火判
定手段又はノック制御手段の少なくとも一方とを備える内燃機関の燃焼状態検出装置にお
いて、 検出
期間制限手段を設けた

２

２



ーダイオードＤＺの逆方向降伏電圧（バイアス電圧ＶＢｉ）と等しくなった時点で終了す
る。
【０００８】
コンデンサ９、ツェナーダイオードＤＺおよびダイオードＤ２は、バイアス手段を構成し
ており、一次電流ｉ１の遮断時に一次巻線４ａの低圧側に発生する高電圧によって充電さ
れる。
【０００９】
一次巻線４ａに一次電圧Ｖ１が発生すると、二次巻線４ｂは、点火用高電圧に昇圧された
数１０ｋＶの二次電圧Ｖ２を発生し、ディストリビュータ７を介して各気筒の点火プラグ
８ａ～８ｄに印加し、点火制御対象となる気筒の点火プラグに火花放電を発生させて混合
気を燃焼させる。
【００１０】
こうして混合気が燃焼すると、燃焼気筒の燃焼室内にイオンが発生するので、コンデンサ
９に充電されたバイアス電圧ＶＢｉによってイオン電流ｉが流れる。イオン電流ｉは、抵
抗器１２を介してイオン電流検出信号Ｅｉとなる。
【００１１】
パルス生成回路２０は、イオン電流検出信号Ｅｉがしきい値を超えた間だけ燃焼パルスＦ
ｉを発生させてＥＣＵ２に出力する。ＥＣＵ２はこのＦｉの幅が所定値以上かどうかで、
今回燃焼気筒が、燃焼しているかまたは失火しているかの判定を行う。
【００１２】
各気筒で検出されるイオン電流は合成されて１本の信号線を通して失火検出手段であるパ
ルス生成回路に入力される。従来の技術ではイオン電流の検出期間が制限されていない為
、前気筒の排気行程中のイオン電流と対象気筒の燃焼行程中のイオン電流を加算した状態
で処理した失火検出信号を伝達することになり、正しく失火検出出来ないという問題があ
る。
【００１３】
図２は、従来システムの燃焼状態検出装置においてイオン電流が次気筒の燃焼行程中まで
発生した場合のタイミングチャートである。
図２においてＡは各気筒の点火コイル駆動信号、Ｂは各気筒で発生するイオン電流、Ｃは
図１のブロック図中のＥｉに発生する信号、Ｄは図１のブロック図中Ｆｉに発生する信号
である。本図において第３気筒が失火しており、第１気筒が長期にわたってイオン電流を
発生している。従来例の構成においてはバイアス回路が全気筒に対し１個しか備えられて
いない為、各気筒で発生するイオン電流が加算されてＥｉ部で検出されることとなる。こ
れをパルス生成回路で波形整形した信号がＦｉとなる。よってＢのようなイオン電流が各
気筒に発生した場合は、第３気筒が失火しているにも関わらず、第３気筒の燃焼行程中に
Ｆｉが発生してしまう為、燃焼判定してしまうことになる。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来の装置においては、各気筒の点火プラグに対し高圧ダイオードを介し
、一つのバイアス回路からバイアス電圧を印加し、各気筒のイオン電流を検出するが、結
果として検出されるイオン電流を加算した信号が得られる。しかし、イオン電流は燃焼行
程のみならず排気行程中まで発生しつづけることがある為、この構成では例えば検出中の
気筒が失火していても、前回気筒のイオン電流が長期に渡り発生し、当該気筒の燃焼行程
中まで継続した場合には失火を検出できないという問題があった。
【００１５】
また、イオン電流に重畳する振動成分でノック検出を行う場合は、同様に前回気筒が長期
に渡りイオン電流を発生し、当該気筒の燃焼行程中にノイズ振動を含んだ場合等、当該気
筒がノック発生していなくてもノック判定してしまうという問題がある。
バイアス手段、イオン電流検出手段等をすべて気筒別に備え、ＥＣＵへの入力信号も気筒
別にすればこのような問題は無いが、コスト低減、入力信号線数の低減を行う為には出来
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るだけ複数気筒で共有する部分を増やす必要がある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
この発明の請求項１に係る内燃機関の燃焼状態検出装置は、内燃機関の気筒毎に対応した
バイアス手段及びイオン電流検出手段と、内燃機関の気筒数よりも少ない数の失火判定手
段又はノック制御手段を備え、イオン電流検出手段から失火検出手段又はノック検出手段
への信号伝達時、あるいは失火検出手段又はノック検出手段から失火判定手段又はノック
制御手段への信号伝達時に複数の気筒の信号を合成する際に検出期間制限手段により各気
筒の信号の検出期間を制限することで、前記問題を解決するものである。
【００１９】
この発明の請求項４に係る内燃機関の燃焼状態検出装置は、請求項１において、検出期間
制限手段は、ノック検出と失火検出とで異なる検出期間でイオン電流の検出期間を制限す
ることで、前記問題を解決するものである。
【００２０】
この発明の請求項３に係る内燃機関の燃焼状態検出装置は、請求項２において、検出期間
制限手段は失火検出においては、各気筒のイオン電流の検出期間を当該気筒の点火時期か
ら当該気筒と燃焼行程の重複しない次気筒の点火コイルの通電開始時までとすることで前
記問題を解決するものである。
【００２１】
この発明の請求項４に係る内燃機関の燃焼状態検出装置は、請求項２において、検出期間
制限手段はノック検出においては、各気筒のイオン電流の検出期間を当該気筒の点火時期
から当該気筒と燃焼行程の重複しない次気筒の点火時期までとすることで前記問題を解決
するものである。
【００２２】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図３は請求項１で記載した内容をブロック図（ここでは４気筒エンジン）にして表したも
のである。失火検出手段、ノック検出手段へ入力されるイオン電流は全気筒のイオン電流
を１本に合成したものである。
【００２３】
スパークプラグ１、イグニションコイル２、バイアス手段３、イオン電流検出手段４は各
気筒毎に存在する。イオン電流はイオン電流検出手段→バイアス手段→イグニションコイ
ル→スパークプラグへと流れる。イオン電流検出手段は、たとえば、カレントミラー回路
で構成されており、バイアス手段方向に流出したイオン電流と相似な電流を複数のライン
に出力するものであり、この出力電流が気筒毎に失火検出手段５およびノック検出手段６
に入力される。
【００２４】
失火検出手段およびノック検出手段は各気筒毎に入力Ｉ／Ｆを持ち、たとえば、このＩ／
Ｆにはシリーズにダイオードが挿入された後に各気筒のラインが接続され、検出抵抗に接
続される構成である。
【００２５】
失火検出手段は、こうして全気筒１信号となったイオン電流信号に対し波形整形、タイマ
ー処理を行い、失火検出パルスとして失火判定手段７に出力する。また、ノック検出手段
は同じく全気筒１信号となったイオン電流信号に対し振動成分抽出後波形整形を行い、ノ
ック検出パルスとしてノック制御手段８に出力する。
【００２６】
検出期間制限手段はＥＣＵから点火コイルへの点火信号を入力とし、図６に示すように失
火検出用の各気筒の検出期間としては当該気筒の点火信号終了時（点火時）から次気筒の
点火信号開始時までとする。これは次気筒のコイルの通電開始によって発生する電気ノイ
ズがイオン電流検出ラインにのってしまうのを防ぐ為である。また、ノック検出用の各気
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筒の検出手段としては当該気筒の点火信号終了時（点火時）から次気筒の点火信号終了時
（点火時）までとする。
【００２７】
検出期間制限手段の構成としては、フリップフロップを用いたデジタル処理回路等が考え
られる。図６に示す各検出期間信号がＬの区間が当該気筒の検出期間となる。Ｈの区間に
おいては、イオン電流検出手段から失火検出手段またはノック検出手段への入力電流を検
出期間制限手段が吸い込むことにより伝達させない。
【００２８】
よって、図４に示す様に、第１気筒に長期イオン電流が発生しても第３気筒の失火を検出
可能である。また、図５に示す様に、第１気筒に長期イオン電流が発生しノイズ振動が重
畳しても、第３気筒をノック発生と誤判定することは無い。
【００２９】
本実施例では、点火信号を与え検出期間制限手段が検出期間を制限する構成としたが、各
気筒に設置されたバイアス手段は点火コイルの二次電流で充電されるため、二次電流が流
れた際のバイアス手段内部に発生する電圧降下で点火を識別し、点火信号を検出期間制限
手段に供給せずに点火から点火の期間以外を制限することも可能である。
【００３０】
また、ＥＣＵへの入力信号線本数の低減は出来ないものの、バイアス手段、イオン電流検
出手段を気筒毎の点火コイル内に内蔵し、ＥＣＵへ直接イオン電流と相似な電流を出力し
、ＥＣＵ内部に検出期間制限手段を持つことも可能である。この場合はクランク角度セン
サの信号に基づいてＣＰＵが各気筒の検出期間をさらに詳細に制限することも可能である
。
【００３１】
実施の形態２．
図７は６気筒エンジンにおけるシステム構成例をブロック図で表わしたものである。６気
筒エンジンにおいては、点火間隔がクランク角度で１２０度であり、燃焼行程が重複する
為、例えばノック検出手段への検出期間を実施の形態１のように当該気筒の点火から次気
筒の点火までとした際に、当該気筒の燃焼行程中のイオン電流全てを検出することができ
なくなる。よって６気筒エンジンにおいては、片バンク（第１、第３、第５気筒）毎に処
理を行うことでこの問題を解決する。ただし、この場合、失火検出、ノック検出信号はそ
れぞれ最低２チャンネル必要である。なお、図７では簡略化のため片バンク（第１、第３
、第５気筒）分のみ図示しており、これ以降、動作についても片バンク分のみ説明する。
逆側のバンクでも当然同じ処理を行うだけである。
【００３２】
図１０に示す各検出期間信号がＬの区間が当該気筒の検出期間となる。Ｈの区間において
は、イオン電流検出手段から失火検出手段またはノック検出手段への入力電流を検出期間
制限手段が吸い込むことにより伝達させない。
図６に示す各検出期間信号がＬの区間が当該気筒の検出期間となる。Ｈの区間においては
、イオン電流検出手段から失火検出手段またはノック検出手段への入力電流を検出期間制
限手段が吸い込むことにより伝達させない。
【００３３】
よって、図８に示す様に、第１気筒に長期イオン電流が発生しても第３気筒の失火を検出
可能である。また、図９に示す様に、第１気筒に長期イオン電流が発生しノイズ振動が重
畳しても、第３気筒をノック発生と誤判定することは無い。
【００３４】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、内燃機関の回転角度を検出する角度センサと、角度セ
ンサの回転情報に基づき燃料噴射及び点火制御を行うＥＣＵと、ＥＣＵからの駆動信号に
基づき点火用高電圧を発生する点火コイルと、点火コイルの点火用高電圧が印加されるこ
とにより点火火花を生じ混合気を着火する点火プラグと、点火プラグに対しイオン電流検
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出用のバイアス電圧を印加するバイアス手段と、イオン電流を検出するイオン電流検出手
段と、イオン電流検出手段により検出されたイオン電流に基づき失火検出を行う失火検出
手段又はイオン電流検出手段により検出されたイオン電流に基づきノック検出を行うノッ
ク検出手段の少なくとも一方と、失火検出手段又はノック検出手段の出力信号に基づき失
火判定又はノック制御を行う失火判定手段又はノック制御手段の少なくとも一方とを備え
る内燃機関の燃焼状態検出装置において、失火検出手段又はノック検出手段において処理
されるイオン電流の検出期間を制限する検出期間制限手段を設けたので、ＥＣＵへの出力
信号線の本数を１本化、または複数気筒で共有化する場合は、前気筒の排気行程中のイオ
ン電流が対象気筒の燃焼行程にまで達した場合でも、イオン電流の検出期間を対象気筒の
燃焼行程中に制限する為、正しく失火検出、ノック検出する事が可能である。
更に、この発明によれば、内燃機関の気筒毎に対応したバイアス手段及びイオン電流検出
手段と、内燃機関の気筒数よりも少ない数の失火判定手段又はノック制御手段を備え、イ
オン電流検出手段から失火検出手段又はノック検出手段への信号伝達時、あるいは失火検
出手段又はノック検出手段から失火判定手段又はノック制御手段への信号伝達時に複数の
気筒の信号を合成する際に検出期間制限手段により各気筒の信号の検出期間を制限するよ
うにしたので、ＥＣＵへの出力信号線の本数を１本化、または複数気筒で共有化する場合
は、前気筒の排気行程中のイオン電流が対象気筒の燃焼行程にまで達した場合でも、イオ
ン電流の検出期間を対象気筒の燃焼行程中に制限する為、正しく失火検出、ノック検出す
る事が可能である。
また、この発明によれば、検出期間制限手段はノック検出と失火検出とで異なる検出期間
でイオン電流の検出期間を制限するようにしたので、それぞれに最適な検出期間を持つこ
とができる。
また、この発明によれば、検出期間制限手段は失火検出においては、各気筒のイオン電流
の検出期間を当該気筒の点火時期から当該気筒と燃焼行程の重複しない次気筒の点火コイ
ルの通電開始時までとしたので、次気筒の点火コイルの通電開始によって発生する電気ノ
イズがイオン電流検出ラインにのってしまうのを防ぐことができる。
また、この発明によれば、検出期間制限手段はノック検出においては、各気筒のイオン電
流の検出期間を当該気筒の点火時期から当該気筒と燃焼行程の重複しない次気筒の点火時
期までとしたので、正しくノック検出する事が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は従来装置を示すブロック図。
【図２】従来装置を示すタイミングチャート。
【図３】発明の実施の形態１を示すブロック図。
【図４】発明の実施の形態１を示すタイミングチャート（失火時）。
【図５】発明の実施の形態１を示すタイミングチャート（ノック時）。
【図６】発明の実施の形態１の検出期間を示すタイミングチャート。
【図７】発明の実施の形態２を示すブロック図。
【図８】発明の実施の形態２を示すタイミングチャート（失火時）。
【図９】発明の実施の形態２を示すタイミングチャート（ノック時）。
【図１０】発明の実施の形態２の検出期間を示すタイミングチャート。
【符号の説明】
１　スパークプラグ　　　　　　　　２　イグニションコイル
３　バイアス手段　　　　　　　　　４　イオン電流検出手段
５　失火検出手段　　　　　　　　　６　ノック検出手段
７　失火判定手段　　　　　　　　　８　ノック制御手段

10

20

30

40

(6) JP 3614149 B2 2005.1.26



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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